
添付資料 36 

構外海域の漂流物が施設護岸及び取水口へ到達する可能性について 

1. はじめに

構外海域の漂流物となる可能性のある施設・設備が，施設護岸及び取水口に

到達する可能性について，第 2.5-18 図に示す漂流物の選定・影響確認フロー

に基づき，津波の流況を踏まえて評価する。 

2. 津波流況の考察

(1) 流況考察時間の分類

島根原子力発電所構内及び構外における津波襲来時の流況について考察

した。考察に当たっては，流況考察時間を最大水位・流速を示す時間帯とそ

の前後の３区分に分類する。 

日本海東縁部に想定される地震による津波（基準津波１）は，最大水位・

流速を示す時間帯が地震発生後約 180 分～200分であり，海域活断層から想

定される地震による津波（基準津波４）は，最大水位・流速を示す時間帯が

地震発生後約５分～７分であるため，各々以下のとおり分類した。第１図に

流況考察時間の分類例を示す。 

日本海東縁部に想定される地震による津波（基準津波１） 

【1】最大水位・流速を示す時間帯以前（地震発生後約 100分～180分）  

【2】最大水位・流速を示す時間帯（地震発生後約 180分～200分） 

【3】最大水位・流速を示す時間帯以降（地震発生後約 200分～360分） 

海域活断層に想定する地震による津波（基準津波４） 

【1】最大水位・流速を示す時間帯以前（地震発生後約０分～５分） 

【2】最大水位・流速を示す時間帯（地震発生後約５分～７分）     

【3】最大水位・流速を示す時間帯以降（地震発生後約７分～30分） 
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第１図 流況考察時間の分類例（基準津波１における地点１） 

 

(2) 基準津波１の流況の考察 

   基準津波１の水位変動・流向ベクトルを，添付資料 34 の第１図に示す。

この図に基づく，流況の考察の詳細を以下に示す。なお，［ ］内は添付資

料 34の図番号を示す。 

 

a. 防波堤有り 

 (a) 最大水位・流速を示す時間帯以前（地震発生後約 100 分～180 分）  

[第 1図(1)～(160)] 

【1】 【2】 【3】 
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ⅰ) 構外海域 

  約 109分では，津波の第１波が敷地の東側から沿岸を沿うように襲来

する［第 1図(19)］。また，約 113 分 30秒では，敷地の北西側から津波

が襲来する[第 1図(28)]。構外海域において流速は小さく，水位変動も

1m程度である。 

その後，約 180分まで主に敷地の北西側からの押し波，引き波により

短い周期で北西方向と南東方向の流れを繰返す。いずれの時間帯におい

ても流速は 1m/s未満である。 

ⅱ) 構内海域（輪谷湾） 

  約 116分 30秒では，津波の第１波が輪谷湾に到達する。水位が 1m程

度上昇し，0.5m/s程度の流速が防波堤付近で発生する[第 1図(34)］。 

その後，約 180分まで，短い周期で輪谷湾内と湾外への流れを繰返す。

水位変動は最大でも 3m 程度で，流速は最大でも 3m/s 程度である[第 1

図(157)～(160)］。 

  流れの特徴としては，押し波時，引き波時とも防波堤を回り込む流れ

が生じ，港湾内のうち防波堤を回り込む流れによる流速が比較的速い。 

 

(b) 最大水位・流速を示す時間帯（地震発生後約 180 分～200 分）[第 1

図(161)～(201)］ 

ⅰ) 構外海域 

  約 180分では，敷地の北西側から引き波が襲来する。引き波の影響に

より北西方向の流れとなり 1m/s程度の流れが確認できる[第 1図(161)］。 

約 183分では，敷地の北西側から押し波が襲来し，押し波の影響によ

り南東方向の流れとなり，引き波の流速と同様 1m/s 流れが確認できる

[第 1図(166)］。 

  約 187分では，敷地の北西側から引き波が襲来し［第 1図(175)］，約

191 分では，水位変動が 3m 程度の大きい押し波が襲来し 2m/s 程度の流

れが確認できる[第 1 図(183)］。その後も，敷地の北西側から押し波，

引き波が約 200分まで交互に襲来する。 

ⅱ) 構内海域（輪谷湾） 

  約 184 分では，敷地の北西側から押し波が襲来し，流速 5m/s 程度の

防波堤を回り込む流れが発生する[第 1 図(169)］。約 184 分 30 秒では，

輪谷湾内水位が 5m 程度上昇し，構外海域では押し波傾向であるが，輪

谷湾水位が高いため，輪谷湾内への流れは 2m/s 程度となる[第 1 図

(170)］。その直後には輪谷湾外へ向かう流れとなる［第 1図(171)］。約

192分 30 秒では，輪谷湾の水位が低い状態において，敷地の北西側から

5条-別添1-添付36-3

646



押し波が襲来する。最大流速が発生する時間帯であり，防波堤を回り込

む 5m/s程度の流れが発生する[第 1図(186)］。その 1分後の約 193分 30

秒では，構外海域は押し波傾向であるが，輪谷湾水位が高いため，輪谷

湾に向かう流れはない[第 1 図(188)］。その後，約 200 分まで，短い周

期で輪谷湾内と輪谷湾外への流れを繰返す。 

 

(c) 最大水位・流速を示す時間帯以降（地震発生後約 200 分～360分）[第

1図(202)～(281)］ 

ⅰ) 構外海域 

  約 201分では，南東方向の流れとなり，流速は 1m/s 程度である［第 1

図(203)］。約 204分では，流れは逆向きとなる[第 1図(209)］。その後，

敷地北西側からの押し波，引き波により短い周期で北西方向と南東方向

の流れを繰返す。また，流速は速くても 1m/s程度である。 

ⅱ) 構内海域（輪谷湾） 

  約 201分では，輪谷湾外への流れとなり，流速は 1m/s程度である［第

1図(203)］。約 205分では，押し波が襲来し，輪谷湾内への流れとなり，

流速は 1m/s 程度となる［第 1図(211)］。 

  流れの特徴としては，押し波時，引き波時とも防波堤を回り込む流れ

が生じ，港湾内の流速のうち防波堤を回り込む流れによる流速が比較的

速い。 

 

b. 防波堤無し 

 (a) 最大水位・流速を示す時間帯以前（地震発生後約 100 分～180分）［第

1図(1)～(160)］ 

ⅰ) 構外海域 

 「a.防波堤有り」に記載した内容と同じ。 

ⅱ) 構内海域（輪谷湾） 

  約 116分 30秒では，津波の第１波が輪谷湾に到達する。水位が 1m程

度上昇するが，流速の変化は小さい［第 1 図(34)］。その後，約 180 分

まで，短い周期で輪谷湾内と輪谷湾外への流れを繰返す。水位変動は最

大でも3m程度で，流速は最大でも3m/s程度である［第1図(151)～(160)］。 

 

 (b) 最大水位・流速を示す時間帯（地震発生後約 180 分～200 分）［第 1

図(161)～(201)］ 

ⅰ) 構外海域 

 「a.防波堤有り」に記載した内容と同じ。 
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ⅱ) 構内海域（輪谷湾） 

  約 183 分 30 秒では，敷地の北西側から押し波が襲来し，輪谷湾内に

おける流速は 3m/s程度である［第 1図(168)］。約 184 分 30秒では，輪

谷湾内水位が 6m 程度上昇し，構外海域では押し波傾向であるが，輪谷

湾水位が高いため，輪谷湾内への流れはない［第 1図(170)］。その直後

には輪谷湾外へ向かう流れとなる［第 1図(171)］。約 192 分 30秒では，

輪谷湾の水位が低い状態において，敷地の北西側から大きい押し波が襲

来する。最大流速が発生する時間帯であり，9m/s程度の流れが発生する

［第 1図(186)］。約 193分 30秒では，構外海域は押し波傾向であるが，

輪谷湾水位が高いため，輪谷湾外への流れとなる［第 1図(188)］。その

後，約 200 分まで，短い周期で輪谷湾内と輪谷湾外への流れを繰返す。 

 

(c) 最大水位・流速を示す時間帯以降（地震発生後約 200 分～360分）［第

1図(202)～(281)］ 

ⅰ) 構外海域 

 「a.防波堤有り」に記載した内容と同じ。 

ⅱ) 構内海域（輪谷湾） 

  約 201分では，輪谷湾外への流れとなり，流速は 1m/s 程度である［第

1図(203)］。約 205分では，押し波が襲来し，輪谷湾内への流れとなり，

流速は 1m/s 程度となる［第 1図(211)］。 

 

(3)  基準津波４の流況の考察 

   基準津波４の水位変動・流向ベクトルを，添付資料 34 の第４図に示す。

この図に基づく，流況の考察の詳細を以下に示す。なお，［ ］内は添付資

料 34の図番号を示す。 

  

a. 防波堤有り 

 (a) 最大水位・流速を示す時間帯以前（地震発生後約０分～５分）［第 4

図(1)～(11)］ 

ⅰ) 構外海域 

  約２分では，津波の第１波が敷地の北西側から押し波として襲来する。

水位も低く流速の変化は小さい［第 4図(5)］。約４分では，北西側への

大きい引き波により，北西方向の流れとなる［第 4 図(9)］が，いずれ

も 1m/s以上の流速は確認されない。 
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ⅱ) 構内海域（輪谷湾） 

  約３分では，津波の第１波が輪谷湾に押し波として襲来する。水位も

低く流速の変化は小さい［第 4図(7)］。 

 

(b) 最大水位・流速を示す時間帯（地震発生後約５分～７分）［第 4図(12)

～(15)］ 

ⅰ) 構外海域 

約５分では，敷地の北西側への大きい引き波により北西方向の流れが

継続する［第 4図(11)］。 

ⅱ) 構内海域（輪谷湾） 

  約６分では，大きい引き波により輪谷湾外への流れとなり，3m/s程度

の流速となる［第 4図(13)］。 

 

(c) 最大水位・流速を示す時間帯以降（地震発生後約７分～30 分）［第 4

図(16)～(61)］ 

ⅰ) 構外海域 

  約７分では，敷地の北西側への引き波が継続しており，北西方向の流

れが継続する［第 4 図(15)］。約 9 分では，敷地北西側から押し波が襲

来し，南東方向の流れとなる［第 4 図(19)］。いずれも，1m/s 以上の流

速は確認されず，以降も，1m/s を超える流速はない。 

ⅱ) 構内海域（輪谷湾） 

  約７分では，輪谷湾内への，約９分では，輪谷湾外への流れとなる［第

4 図(15),(19)］。湾内のうち防波堤を回り込む流速が比較的速く 2m/s

程度の流速が確認できる［第 4 図(17)］。以降，輪谷湾内と輪谷湾外へ

の流向が短い周期で変化するが，流速は 1m/s程度である。 

 

b. 防波堤無し 

(a) 最大水位・流速を示す時間帯以前（地震発生後約０分～５分）［第 4

図(1)～(11)］ 

ⅰ) 構外海域 

 「a.防波堤有り」に記載した内容と同じ。 

ⅱ) 構内海域（輪谷湾） 

約３分では，津波の第１波が輪谷湾に押し波として襲来する。水位も

低く流速の変化は小さい［第 4図(7)］。 
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(b) 最大水位・流速を示す時間帯（地震発生後約５分～７分）［第 4図(12)

～(15)］ 

ⅰ) 構外海域 

 「a.防波堤有り」に記載した内容と同じ。 

ⅱ) 構内海域（輪谷湾） 

約６分では，大きい引き波により輪谷湾外への流れとなり，3m/s 程度

の流速となる［第 4 図(13)］。約７分では，輪谷湾内への流向となり，

2m/s程度の流速となる［第 4図(15)］。 

 

(c) 最大水位・流速を示す時間帯以降（地震発生後約７分～30 分）［第 4

図(16)～(61)］ 

ⅰ) 構外海域 

 「a.防波堤有り」に記載した内容と同じ。 

ⅱ) 構内海域（輪谷湾） 

     約７分では，輪谷湾内への流れとなる［第 4図(15)］。約９分では，輪

谷湾外への流れとなるが，流速は 2m/s程度である［第 4図(19)］。以降，

輪谷湾内への流れ，輪谷湾外への流れが短い周期で変化するが，流速は

1m/s程度である。 

 

2.2 構外海域の漂流物の施設護岸及び取水口への到達可能性評価 

日本海東縁部に想定される地震による津波（基準津波１）と海域活断層か

ら想定される地震による津波（基準津波４）の流況の考察結果から，発電所

方向への継続的な流向がないことが確認された。 

このため，施設護岸及び取水口への到達可能性評価に当たっては，漂流物

となる可能性のある施設・設備のうち，発電所沿岸にある漁船に着目して評

価を行う。到達可能性評価は，津波流況の考察結果に加え，仮想的な浮遊物

の軌跡解析※の結果も参考にして行う。 

※津波解析から求まる流向流速をもとに，質量を持たず，抵抗を考慮しない仮想的な浮遊

物が，水面を移動する軌跡を示す解析。 

発電所沿岸の漁港，漁船の操業区域及び軌跡解析の初期位置を第２図に示

す。発電所沿岸部では，３号北側施設護岸付近及び輪谷湾でサザエ網・カナ

ギ漁の漁船，発電所北東施設護岸付近でかご漁及びカナギ漁・採貝藻漁の漁

船，施設護岸から北側 500m付近で一本釣り漁の漁船，施設護岸から北西 600m

付近でイカ釣り漁及びわかめ養殖の漁船が操業する。 

軌跡解析の初期位置としては，輪谷湾入口付近に１点（地点 A），サザエ網・

カナギ漁の操業区域内の３号炉北岸付近に１点（地点 B），サザエ網・採貝藻
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漁及びかご漁の操業区域付近に 1点（地点 C），一本釣り漁区域内に２点（地

点 D,E），わかめ養殖場，イカ釣り漁の操業区域付近１点（地点 F），御津漁港

近傍に１点（地点 G），計７地点設定した。軌跡解析結果を第３図に示す。ま

た，流向・流速ベクトル及び軌跡解析の考察結果を第４，５図に示す。流向・

流速ベクトル及び軌跡解析の考察結果より，構外海域にある漂流物には以下

の移動傾向が確認された。 

 

【漂流物の移動傾向】 

・最大水位・流速を示す時間帯以前，以降においては，流速が小さく，移

動量も小さい 

・いずれの時間帯も主に北西・南東方向の移動を繰返す傾向がある。 

 

日本海東縁部に想定される地震による津波と海域活断層から想定される地

震による津波による漂流物の施設護岸及び取水口への到達可能性評価を，

各々以下に示す。日本海東縁部に想定される地震による津波は，発電所到達

まで 110 分程度あり，沖合等への退避が可能であると考えられるが，航行不

能となることも考慮し，操業区域で津波が襲来すると想定して，評価を行う。

また，海域活断層から想定される地震による津波は，発電所到達まで３分程

度であり，操業区域で津波が襲来すると想定して評価を行う。 

 

（１）日本海東縁部に想定される地震による津波 

日本海東縁部に想定される地震による津波について，添付資料 34第１図に

示す基準津波１の流向・流速・軌跡の特徴を評価した結果を以下に示す。な

お，［ ］内は添付資料 34の図番号を示す。 

  

 a. 施設護岸への到達可能性評価 

 ⅰ) 施設護岸から 500m以遠で操業する漁船 

  施設護岸から 500m以遠で操業する漁船としては，施設護岸から北西約 600m

においてイカ釣り漁及びわかめ養殖の漁船がある。これらの漁船に対し，施設

護岸及び輪谷湾への到達可能性を評価した。 

 

(a) 最大水位・流速を示す時間帯以前（地震発生後約 100 分～180 分）［第 1

図(1)～(160)］ 

約 180分までは，全体的に流速が約 1m/s未満と小さい。また，流向は主に

北西・南東方向に変化しており，漂流物は北西，南東方向に移動すると考え

られ，発電所に対する連続的な流れもないため，施設護岸から 500m以遠で操
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業する漁船は施設護岸及び輪谷湾に到達しないと考えられる。 

 

(b) 最大水位・流速を示す時間帯（地震発生後約 180分～200 分）［第 1図(161)

～(201)］ 

発電所北西の半島沿岸において，約 183分で，流速 5m/s 程度の半島を回り

込み発電所に向かうような流れが確認される［第 1図(167)］が，流向は短い

間隔で主に北西・南東方向に変化しており，発電所に対する連続的な流れも

ないため，施設護岸及び輪谷湾に到達しないと考えられる。その他の海域に

おいても，流速は速くて 2m/s 程度［第 1 図(167)］であり，発電所に対する

連続的な流れもないため，施設護岸及び輪谷湾に到達しないと考えられる。 

 

(c) 最大水位・流速を示す時間帯以降（地震発生後約 200 分～360 分）［第 1

図(202)～(281)］ 

約 200 分以降は，全体的に流速が小さい。また，流向は主に北西・南東方

向に変化しており，漂流物は北西，南東方向に移動すると考えられる。 流速

が小さく発電所に対する連続的な流れもないため，施設護岸から 500m以遠で

操業する漁船は施設護岸及び輪谷湾に到達しないと考えられる。 

 

(a)～(c)より，施設護岸から 500m 以遠を操業する漁船については，流向が

短い間隔で主に北西・南東方向に変化しており，発電所に対する連続的な流

れもないため，施設護岸及び輪谷湾に到達しないと考えられる。また，イカ

釣り漁及びわかめ養殖場の操業区域の近傍である地点 F における軌跡解析の

結果からも，軌跡は発電所から遠ざかる方向に移動しており，施設護岸及び

輪谷湾に到達しないと考えられる（第 4-1～27図）。 

 

ⅱ) 施設護岸から 500m以内で操業する漁船 

 施設護岸から約 500m 以内で操業する漁船としては，3 号北側沿岸部におい

て，サザエ網漁及びカナギ漁の漁船，発電所北東沿岸部においてかご漁，カナ

ギ漁及び採貝藻漁の漁船，発電所北側 500m 程度の区域で一本釣り漁の漁船が

ある。これらの漁船に対し，施設護岸及び輪谷湾への到達可能性を評価した。 

 

 (a) 最大水位・流速を示す時間帯以前（地震発生後約 100 分～180分）［第 1

図(1)～(160)］ 

約 180 分までは，全体的に流速が小さい。また，流向は主に北西・南東方

向に変化しており，漂流物は北西，南東方向に移動すると考えられる。 流速

は 2m/s 程度［第 1 図(155)］であり，発電所に対する連続的な流れもないた
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め，施設護岸から 500m以内で操業する漁船は施設護岸及び輪谷湾に到達しな

いと考えられる。 

(b) 最大水位・流速を示す時間帯（地震発生後約 180 分～200 分）［第 1 図

(161)～(201)］ 

(a)と同様に，流向は短い間隔で主に北西・南東方向に変化しており，発電

所に対する連続的な流れもないため，施設護岸から 500m以内で操業する漁船

は施設護岸及び輪谷湾に到達しないと考えられるが，3 号北側防波壁から約

50m 以内の水深が約 20m の浅い位置において，5m/s 以上の流速が確認される

［第 1図(164)，(187)］ことから，施設護岸から 500m以内で操業する漁船は，

当該位置に接近することを考慮し，施設護岸に到達する可能性があると評価

した。 

 

(c) 最大水位・流速を示す時間帯以降（地震発生後約 200 分～360 分）［第 1

図(202)～(281)］ 

約 200 分以降は，流速が小さい。また，流向は主に北西・南東方向に変化

しており，漂流物は北西，南東方向に移動すると考えられる。 流速が小さく

発電所に対する連続的な流れもないため，施設護岸から 500m 以内で操業する

漁船は施設護岸及び輪谷湾に到達しないと考えられる。 

 

(a)～(c)より，最大水位・流速を示す時間帯において，3 号北側防波壁か

ら約 50m 以内の水深が約 20m の浅い位置で，5m/s 以上の流速が確認された。 

一方，上記以外の範囲においては，流向が短い間隔で主に北西・南東方向

に変化しており，発電所に対する連続的な流れもない。また，サザエ網，カ

ナギ漁及び一本釣り漁の操業区域の近傍の地点 B における軌跡解析の結果か

らも，軌跡は北西方向と南東方向に移動を繰り返している（第 4-1～27 図）。 

以上より，施設護岸から 500m以内で操業する漁船については，3号北側防

波壁から約 50m 以内の水深が約 20m の浅い位置に接近することを考慮し，施

設護岸に到達する可能性があると評価した。 

 

b. 取水口への到達可能性評価 

 a. ⅰ)，ⅱ)より，発電所沿岸部で操業する漁船は漂流物となった場合にお

いても輪谷湾に到達しないと評価したが，構内海域（輪谷湾）の流況から到達

の可能性を評価した。 

 

 (a) 最大水位・流速を示す時間帯以前（地震発生後約 100 分～180分）［第 1

図(1)～(160)］ 
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構内海域（輪谷湾）においては，約 180分までは，流速が小さく移動量は

小さい。また，港湾部はその形状から，押し波後はすぐに引き波に転じるこ

とから，構内海域（輪谷湾）に漂流物は到達しないと考えられる。 

 

(b) 最大水位・流速を示す時間帯（地震発生後約 100分～180 分）［第 1図(161)

～(201)］ 

構内海域（輪谷湾）においては，約 180～200分では，流速は最大 9m/s程度

と速いが，港湾部はその形状から，押し波後はすぐに引き波に転じることから，

構内海域（輪谷湾）に漂流物は到達しないと考えられる。 

 

(c) 最大水位・流速を示す時間帯以降（地震発生後約 200 分～360 分）［第 1

図(202)～(281)］ 

構内海域（輪谷湾）においては，約 200 分以降は，流速が遅く移動量は小

さい。また，港湾部はその形状から，押し波後はすぐに引き波に転じること

から，構内海域（輪谷湾）に漂流物は到達しないと考えられる。 

 

(a)～(c)より，最大水位・流速を示す時間帯において，最大 9m/s 程度の速

い流速が確認されたが，港湾部はその形状から，押し波後はすぐに引き波に転

じることから，構内海域（輪谷湾）に漂流物は到達しないと考えられる。また，

輪谷湾近傍の地点 Aの軌跡解析の結果から，軌跡は北西方向と南東方向に移動

を繰り返しており，輪谷湾に到達しないと考えられる。（第 4-1～27図） 

 

（２）海域活断層から想定される地震による津波 

海域活断層から想定される地震による津波について，添付資料 34第４図に

示す基準津波４の流向・流速・軌跡の特徴を評価した結果を以下に示す。 

 

a.施設護岸への到達可能性 

 ⅰ) 施設護岸から 500m以遠で操業する漁船 

(a) 最大水位・流速を示す時間帯以前（地震発生後約０分～５分）［第 4図

(1)～(11)］ 

 約０分から約５分まで流速は約 1m/s 未満と小さく，流向は短い間隔で変

化し，発電所に対する連続的な流れもないため，施設護岸から 500m以遠で

操業する漁船は施設護岸に到達しないと考えられる。 

 

   (b) 最大水位・流速を示す時間帯（地震発生後約５分～７分）［第 4図(12)

～(15)］ 
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   流速は速くても 1m/s 程度（第 4 図 (15)］と小さく，流向は短い間隔で

変化し，発電所に対する連続的な流れもないため，施設護岸から 500m以遠

で操業する漁船は施設護岸及び輪谷湾に到達しないと考えられる。 

 

   (c) 最大水位・流速を示す時間帯以降（地震発生後約７分～30分）［第 4図

(16)～(61)］ 

7 分以降も流速は約 1m/s 未満と小さく，流向は短い間隔で変化し，発電

所に対する連続的な流れもないため，施設護岸から 500m 以遠で操業する漁

船は施設護岸及び輪谷湾に到達しないと考えられる。 

 

(a)～(c)より， いずれの時間帯も流速が小さく，かつ，最大水位・流速を

示す時間帯も２分（地震発生後５分～７分）と短いことから，施設護岸に到

達しないと評価した。また，軌跡解析の結果より，施設護岸から 500m以遠の

地点（C～F）において，初期位置から移動していないことから，漂流物は施

設護岸及び輪谷湾に到達しないと考えられる（第 5-1～10図）。 

 

 ⅱ) 施設護岸から 500m以内で操業する漁船 

(a) 最大水位・流速を示す時間帯以前（地震発生後約０分～５分）［第 4図

(1)～(11)］ 

 約０分から約５分まで流速は約 1m/s 未満と小さく，流向は短い間隔で変

化し，発電所に対する連続的な流れもないため，施設護岸から 500m以内で

操業する漁船は施設護岸及び輪谷湾に到達しないと考えられる。 

 

   (b) 最大水位・流速を示す時間帯（地震発生後約５分～７分）［第 4図(12)

～(15)］ 

   (a)と同様に，流向は短い間隔で変化し，発電所に対する連続的な流れも

ないため，漂流物は施設護岸及び輪谷湾に到達しないと考えられるが，3号

北側防波壁から約 50m 以内の水深が約 20m の浅い位置において，2m/s 程度

の流速が確認される［第 4図(13)］。当該位置で漁船が航行不能であった場

合には，施設護岸に到達する可能性があると考えられる。 

 

   (c) 最大水位・流速を示す時間帯以降（地震発生後約７分～30分）［第 4図

(16)～(61)］ 

7 分以降も流速は約 1m/s 未満と小さく，流向は短い間隔で変化し，発電

所に対する連続的な流れもないため，施設護岸から 500m 以内で操業する漁

船は施設護岸及び輪谷湾に到達しないと考えられる。 
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(a)～(c)より，流向は短い間隔で変化し，発電所に対する連続的な流れも

ないため，漂流物は施設護岸及び輪谷湾に到達しないと考えられる。また，

サザエ網，カナギ漁及び一本釣り漁の操業区域の近傍の地点 B における軌跡

解析の結果からも，軌跡はほとんど移動していないことから，漂流物は施設

護岸及び輪谷湾に到達しないと考えられる（第 5-1～10図）。一方，3号北側

防波壁から約 50m 以内の水深が約 20m の浅い位置において，2m/s程度の流速

が確認されることから，当該位置で漁船が航行不能であった場合は，施設護

岸に到達する可能性があると評価した。 

b. 取水口への到達可能性評価

a. ⅰ)，ⅱ)より，発電所沿岸部で操業する漁船は漂流物となった場合にお

いても輪谷湾に到達しないと評価したが，構内海域（輪谷湾）の流況から到

達の可能性を評価した。 

(a) 最大水位・流速を示す時間帯以前（地震発生後約０分～５分）［第 4図(1)

～(11)］

０分から５分まで流速は約 1m/s 未満と小さく，港湾部はその形状から，

押し波後はすぐに引き波に転じることから，構内海域（輪谷湾）に漂流物

は到達しないと考えられる。 

(b) 最大水位・流速を示す時間帯（地震発生後約５分～７分）［第 4図(12)～

(15)］

流速は速くて 3m/s 程度であるが，輪谷湾外へ向かう流向であり[第 4 図

(13)］，輪谷湾に向かう流速は小さい[第 4図(11)］ことから，構内海域（輪

谷湾）に漂流物は到達しないと考えられる。 

(c) 最大水位・流速を示す時間帯以降（地震発生後約７分～30 分）［第 4図(16)

～(61)］

7 分以降も流速は約 1m/s 未満と小さく，港湾部はその形状から，押し波

後はすぐに引き波に転じることから，構内海域（輪谷湾）に漂流物は到達し

ないと考えられる。 

(a)～(c)より，いずれの時間帯も流速が小さく，かつ，最大水位・流速を

示す時間帯も２分（地震発生後５分～７分）と短いことから，輪谷湾に到達

しないと評価した。また，輪谷湾近傍の地点 Aの軌跡解析の結果から，軌跡
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は輪谷湾から離れる方向に移動しており，輪谷湾に到達しないと考えられる

（第 5-1～10 図）。 

第２図 発電所沿岸の漁港，漁船の操業区域及び軌跡解析の初期位置 

（地理院地図ＨＰに，JF しまねより聞き取った

操業区域及び軌跡解析の初期配置を追記）
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（基準津波１（防波堤有り）） 

 

（基準津波１（防波堤無し）） 

第 3-1図 軌跡解析結果 

凡例 

：地点 Aの軌跡 

：地点 Bの軌跡 

：地点 Cの軌跡 

：地点 Dの軌跡 

：地点 Eの軌跡 

：地点 Fの軌跡 

：地点 Gの軌跡 

 

凡例 

：地点 Aの軌跡 

：地点 Bの軌跡 

：地点 Cの軌跡 

：地点 Dの軌跡 

：地点 Eの軌跡 

：地点 Fの軌跡 

：地点 Gの軌跡 
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（基準津波２（防波堤有り）） 

 

（基準津波３（防波堤有り）） 

第 3-2図 軌跡解析結果 

凡例 

：地点 Aの軌跡 

：地点 Bの軌跡 

：地点 Cの軌跡 

：地点 Dの軌跡 

：地点 Eの軌跡 

：地点 Fの軌跡 

：地点 Gの軌跡 

 

凡例 

：地点 Aの軌跡 

：地点 Bの軌跡 

：地点 Cの軌跡 

：地点 Dの軌跡 

：地点 Eの軌跡 

：地点 Fの軌跡 

：地点 Gの軌跡 
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（基準津波５（防波堤無し））

 

（基準津波６（防波堤無し）） 

第 3-3図 軌跡解析結果 

凡例 

：地点 Aの軌跡 

：地点 Bの軌跡 

：地点 Cの軌跡 

：地点 Dの軌跡 

：地点 Eの軌跡 

：地点 Fの軌跡 

：地点 Gの軌跡 

 

凡例 

：地点 Aの軌跡 

：地点 Bの軌跡 

：地点 Cの軌跡 

：地点 Dの軌跡 

：地点 Eの軌跡 

：地点 Fの軌跡 

：地点 Gの軌跡 
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（基準津波４（防波堤有り）） 

 

（基準津波４（防波堤無し）） 

第 3-4図 軌跡解析結果 

凡例 

：地点 Aの軌跡 

：地点 Bの軌跡 

：地点 Cの軌跡 

：地点 Dの軌跡 

：地点 Eの軌跡 

：地点 Fの軌跡 

：地点 Gの軌跡 

 

凡例 

：地点 Aの軌跡 

：地点 Bの軌跡 

：地点 Cの軌跡 

：地点 Dの軌跡 

：地点 Eの軌跡 

：地点 Fの軌跡 

：地点 Gの軌跡 
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時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

118分 

 

【地点 A,C,F】 

118 分では，流速

は小さく，移動量

も小さい。 

 

119分 

 

【地点 A,C,F】 

119 分では，118

分と同じく，流速

は小さく，移動量

も小さい。 

 

 

120分 

 

【地点 A】 

120 分では，押し

波により南方向

の流向となり，南

方向へ移動する。 

【地点 C,F】 

120 分では，119

分と同じく，流速

は小さく，移動量

も小さい。 

 

 

 

 

第 4-1図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 
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時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

121分 

 

【地点 A,F】 

121 分では，流速

は小さく，移動量

も小さい。 

【地点 C】 

121 分では，押し

波により南東方

向の流向となり，

南東方向へ移動

する。 

122分 

 

【地点 A,F】 

122 分では，121

分と同じく，流速

は小さく，移動量

も小さい。 

【地点 C】 

122 分では，流速

は小さく，移動量

も小さい。 

148分 

 

【地点 A,F】 

148 分では，北西

方向の流向とな

るが，流速が小さ

く，移動量も小さ

い。 

【地点 C】 

148 分では，南西

方向の流向とな

り，南西方向へ移

動する。 

※123分から 147分まで同様な傾向であり省略する。 

 

 

第 4-2図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 
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時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

149分 

 

【地点 A】 

149 分では，148

分と同じく，北西

方向の流向であ

り，北西方向に移

動する。 

【地点 C】 

149 分では，148

分と逆向きの流

向となり，北方向

に移動する。 

【地点 F】 

149 分では，南西

方向の流向であ

り，南西方向に移

動する。 

150分 

 

【地点 A,C,F】 

150 分では，流速

は小さく，移動量

も小さい。 

 

151分 

 

【地点 A】 

151 分では，149

分と逆向きの流

向となるが，流速

が小さく，移動量

も小さい。 

【地点 C】 

151 分では，149

分と逆向きの流

向となり，南東方

向へ移動する。 

【地点 F】 

151 分では，北西

方向の流向とな

るが，流速が小さ

く，移動量も小さ

い。 

 

 

 

第 4-3図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 
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時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

152分 

 

【地点 A】 

152 分では，151

分と逆向きの流

向となり，北東方

向へ移動する。 

【地点 C,F】 

152 分では，流速

が小さく，移動量

も小さい。 

180分 

 

【地点 A,C】 

180 分では，北方

向の流向となり，

北方向へ移動す

る。 

【地点 F】 

180 分では，流速

が小さく，移動量

も小さい。 

181分 

 

【地点 A,F】 

181 分では，西方

向の流向となり，

西方向へ移動す

る。 

【地点 C】 

181 分では，180

分と同じく，北西

方向に移動する。 

※153分から 179分まで同様な傾向であり省略する。 

 

 

第 4-4図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 
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時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

182分 

 

【地点 A】 

182 分では，180

分から継続する

北西方向の流向

により北西に移

動する。 

【地点 C】 

182 分では，181

分と流向が変わ

り，南西方向に移

動する。 

【地点 F】 

182 分では，流速

が小さく，移動量

も小さい。 

183分 

 

【地点 A】 

183 分では，180

分から継続する

北西方向の流向

により北西に移

動する。 

【地点 C】 

183 分では，182

分と流向が変わ

り，北西方向に移

動する。 

【地点 F】 

183 分では，南東

方向の流向とな

り，南東方向に移

動する。 

184分 

 

【地点 A】 

184 分では，180

分から継続する

北西方向の流向

が逆向きとなり，

南東方向へ移動

する。 

【地点 C】 

184 分では，183

分と流向が逆向

きとなり，南東方

向に移動する。 

【地点 F】 

184 分では，183

分から継続する

南東方向の流向

により，南東方向

に移動する。 

 

 

 

第 4-5図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 
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時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

185分 

 

【地点 A】 

185 分では，184

分と同じく，南東

方向へ移動する。 

【地点 C】 

185 分では，184

分と同じく，南東

方向に移動する。 

【地点 F】 

185 分では，北東

方向の流向によ

り，北東方向に移

動する。 

186分 

 

【地点 A】 

186 分では，流向

は北東方向の流

向となるが，流速

が小さく，移動量

も小さい。 

【地点 C】 

186 分では，185

分と逆向きの流

向となり，北東方

向に移動する。 

【地点 F】 

186 分では，南東

方向の流向によ

り，南東方向に移

動する。 

187分 

 

【地点 A】 

187 分では，186

分と逆向き（南

西）の流向となる

が，流速が小さ

く，移動量も小さ

い。 

【地点 C】 

187 分では，186

分と同じく，北東

方向に移動する。 

【地点 F】 

187 分では，186

分と逆向き（北

西）の流向とな

り，北西方向に移

動する。 

 

 

 

第 4-6図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 

 

 

 

5条-別添1-添付36-24

667



時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

188分 

 

【地点 A】 

188 分では，187

分と逆向き（北

西）の流向とな

り，北西方向に移

動する。 

【地点 C】 

188 分では，187

分と流向が変わ

り（北西）となり，

北西方向に移動

する。 

【地点 F】 

188 分では，187

分から継続する

北西方向の流向

により，北西方向

に移動する。 

189分 

 

【地点 A】 

189 分では，188

分と同じく，北西

方向に移動する。 

【地点 C】 

189 分では，188

分と同じく，北西

方向に移動する。 

【地点 F】 

189 分では，西方

向の流向により，

西方向に移動す

る。 

190分 

 

【地点 A】 

190 分では，188

分から継続する

北西方向の流向

により，北西方向

に移動する。 

【地点 C】 

190 分では，188

分から継続する

北西方向の流向

により北西方向

に移動する。 

【地点 F】 

190 分では，南西

方向の流向によ

り，南西方向に移

動する。 

 

 

 

第 4-7図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 
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時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

191分 

 

【地点 A】 

191 分では，188

分から継続する

流向により北西

方向に移動する。 

【地点 C】 

191 分では，188

分から継続する

流向により北西

方向に移動する。 

【地点 F】 

191 分では，190

分から継続する

南西方向の流向

により，南西方向

に移動する。 

192分 

 

【地点 A】 

192分では，191

分と逆向き（南

東）の流向となり

南東方向に移動

する。 

【地点 C】 

192分では，191

分と流向が変わ

り（北東），北東

方向に移動する。 

【地点 F】 

192分では，南東

方向の流向によ

り，南東方向に移

動する。 

193分 

 

【地点 A】 

193 分では，192

分と同じく，強い

押し波により，南

東方向へ移動が

継続する。 

【地点 C】 

193 分では，強い

押し波により 192

分と流向が変わ

り（南東），南東

方向に移動する。 

【地点 F】 

193 分では，北東

方向の流向によ

り，北東方向に移

動する。 

 

 

 

第 4-8図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 
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時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

194分 

 

【地点 A】 

194 分では，192

分から継続する

強い押し波によ

り，南東方向へ移

動が継続する。 

【地点 C】 

194 分では，193

分から継続する

強い押し波によ

り，南東方向に移

動が継続する。 

【地点 F】 

194 分では，193

分から継続する

北東方向の流向

により，北東方向

に移動する。 

195分 

 

【地点 A】 

195 分では，194

分と逆向き（北西

方向）の流向とな

り，北西方向に移

動する。 

【地点 C】 

195 分では，194

分と逆向き（北方

向）の流速とな

り，北方向に移動

する。 

【地点 F】 

195 分では，194

分と逆向き（南西

方向）の流向とな

り，南西方向に移

動する。 

196分 

 

【地点 A】 

196 分では，195

分と同じく，北西

方向の移動が継

続する。 

【地点 C】 

196 分では，195

分と流向が変わ

り（北西），北西

方向に移動する。 

【地点 F】 

196 分では，195

と同じく，南西方

向に移動する。 

 

 

 

第 4-9図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 
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時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

197分 

 

【地点 A】 

197 分では，195

分と同じく，北西

方向に移動が継

続する。 

【地点 C】 

197 分では，196

分と同じく，北西

方向の移動が継

続する。 

【地点 F】 

197 分では，195

分と同じく，南西

方向に移動する。 

198分 

 

【地点 A】 

198 分では，195

分と同じく，北西

方向の移動が継

続する。 

【地点 C】 

198 分では，196

分と同じく，北西

方向の移動が継

続する。 

【地点 F】 

198 分では，北西

方向の流向によ

り，北西方向に移

動する。 

199分 

 

【地点 A】 

199 分では，流向

が逆向きになり，

南方向へ移動す

る。 

【地点 C】 

199 分では，196

分と同じく，北方

向の流向である

が，流速は小さ

く，移動量も小さ

い。 

【地点 F】 

199 分では，南方

向の流向により，

南方向に移動す

る。 

 

 

 

第 4-10図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 
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時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

200分 

 

【地点 A】 

200 分では，199

分から少し東方

向の流向となり，

南東方向へ移動

する。 

【地点 C】 

200 分では，199

分と流向が変わ

り（東），東方向

へ移動する。 

【地点 F】 

200 分では，北西

方向の流向によ

り，北西方向に移

動する。 

201分 

 

【地点 A】 

201 分では，200

分と流向が逆向

きとなり，北東方

向に移動する。 

【地点 C】 

201 分では，200

分から続く東方

向の流向が継続

し，東方向に移動

する。 

【地点 F】 

201 分では，200

分から継続する

北西方向の流向

により，北西方向

に移動する。 

202分 

 

【地点 A】 

202 分では，流速

が小さく，移動量

も小さい。 

【地点 C】 

202 分では，東方

向の流向が少し

北方向に流れを

変えるが，継続し

て東方向に移動

する。 

【地点 F】 

202 分では，南方

向の流向となる

が，流速が小さ

く，移動量も小さ

い。 

 

 

 

第 4-11図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 
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時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

203分 

 

【地点 A】 

203 分では，202

分と同じく，流速

が小さく，移動量

も小さい。 

【地点 C】 

203 分では，少し

北方向に流れを

変えるが，継続し

て東方向に移動

する。 

【地点 F】 

203 分では，202

分から継続する

南方向の流向に

より，南方向に移

動する。 

204分 

 

【地点 A】 

204 分では，203

分と同じく，流速

が小さく，ほとん

ど移動していな

い。 

【地点 C】 

204 分では，203

分と流向が逆向

きとなり，南西方

向の移動となる。 

【地点 F】 

204 分では，北方

向の流向となる

が，流速が小さ

く，移動量も小さ

い。 

205分 

 

【地点 A】 

205 分では，押し

波により南西方

向へ移動する。 

【地点 C】 

205 分では，204

分と同じく，南西

方向の移動が継

続する。 

【地点 F】 

205 分では，南方

向の流向となる

が，流速が小さ

く，移動量も小さ

い。 

 

 

 

第 4-12図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 
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間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

206分 

 

【地点 A】 

206 分では，北西

方向の流向とな

り，北西方向に移

動する。 

【地点 C】 

206 分では，流向

が変わり（北東），

北東方向へ移動

する。 

【地点 F】 

206 分では，205

分から継続する

の南方向の流向

により，南方向に

移動する。 

207分 

 

【地点 A】 

207 分では，206

分と同じく，少し

北方向に向きを

変えるが，北西方

向への移動が継

続する。 

【地点 C】 

207 分では，206

分と同じく，北東

方向の移動が継

続する。 

【地点 F】 

207 分では，北西

方向の流向によ

り，北西方向に移

動する。 

208分 

 

【地点 A】 

208 分では，流向

は変わらないも

のの流速が小さ

く，移動量も小さ

い。 

【地点 C】 

208 分では，東方

向に流向が変わ

るが，流速が小さ

く，移動量も小さ

い。  

【地点 F】 

208 分では，南方

向の流向となる

が，流速が小さ

く，移動量も小さ

い。 

 

 

 

第 4-13図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 
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時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

209分 

 

【地点 A】 

209 分では，押し

波傾向となり，南

方向に移動する。 

【地点 C】 

209 分では，南方

向の流向となり，

南東方向に移動

する。 

【地点 F】 

209 分では，208

分から継続する

南方向の流向に

より，南方向に移

動する。 

210分 

 

【地点 A】 

210 分では，209

分と逆向きの流

向となり，北東方

向への移動とな

る。 

【地点 C】 

210 分では，209

分と同じく，南東

方向に移動が継

続する。 

【地点 F】 

210 分では，北西

方向の流向によ

り，北西方向に移

動する。 

211分 

 

【地点 A】 

211 分では，210

分と同じく，北方

向への移動が継

続する。 

【地点 C】 

211 分では，210

分と同じく南東

方向への移動が

継続する。 

【地点 F】 

211 分では，北西

方向の流向によ

り，北西方向に移

動する。 

 

 

 

第 4-14図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 

 

 

 

5条-別添1-添付36-32

675



時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

212分 

 

【地点 A】 

212 分では，211

分から少し西側

方向の流向とな

り，北西方向に移

動する。 

【地点 C】 

212 分では，211

分から流向が逆

向きとなり，北西

方向に移動する。 

【地点 F】 

212 分では，南西

方向の流向によ

り，南西方向に移

動する。 

213分 

 

【地点 A】 

213 分では，212

分と同じく，北西

方向の移動が継

続する。 

【地点 C】 

213 分では，212

分と同じく，北西

方向の移動が継

続する。 

【地点 F】 

213 分では，北西

方向の流向とな

るが，流速が小さ

く，移動量も小さ

い。 

214分 

 

【地点 A,F】 

214 分では，流速

が小さく，移動量

も小さい。 

【地点 C】 

214 分では，213

分から流向が変

わり（南西），南

西方向へ移動す

る。 

 

 

 

第 4-15図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 

 

 

 

5条-別添1-添付36-33

676



時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

215分 

 

【地点 A】 

215 分では，214

分と流向が変わ

り（南東），南東

方向へ移動する。 

【地点 C】 

215 分では，214

分と同じく，南方

向への移動が継

続する。 

【地点 F】 

215 分では，流速

が小さく，移動量

も小さい。 

 

216分 

 

【地点 A,C,F】 

216 分では，流速

が小さく，移動量

も小さい。 

 

217分 

 

【地点 A,C,F】 

217 分では，216

分と同じく，流速

が小さく，移動量

も小さい。 

 

 

 

 

第 4-16図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 

 

 

 

5条-別添1-添付36-34

677



時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

218分 

 

【地点 A】 

218 分では，南東

方向の流向とな

るが，流速が小さ

く，移動量も小さ

い。 

【地点 C】 

218 分では，南東

方向の流向とな

り，南東方向に移

動する。 

【地点 F】 

218 分では，216

分と同じく，流速

が小さく，移動量

も小さい。 

219分 

 

【地点 A】 

219 分では，218

分と流向が変わ

るが（北東），流

速が小さく，移動

量も小さい。 

【地点 C】 

219 分では，218

分と同じく，南東

方向の移動が継

続する。 

【地点 F】 

219 分では，216

分と同じく，流速

が小さく，移動量

も小さい。 

220分 

 

【地点 A】 

220 分では，流速

が小さく，移動量

も小さい。 

【地点 C】 

220 分では，南西

方向の流向とな

り，南西方向に移

動する。 

【地点 F】 

220 分では，216

分と同じく，流速

が小さく，移動量

も小さい。 

 

 

 

 

第 4-17図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 

 

 

 

5条-別添1-添付36-35

678



時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

221分 

 

【地点 A】 

221 分では，220

分から流向が逆

向きとなり，南西

方向に移動する。 

【地点 C】 

221 分では，220

分から流向が変

わり（西），西方

向に移動する。 

【地点 F】 

221 分では，南東

方向の流向とな

るが，流速が小さ

く，移動量も小さ

い。 

222分 

 

【地点 A】 

222 分では，221

分と流向が逆向

きとなり，北西方

向に移動する。 

【地点 C】 

222 分では，221

分と同じく，西方

向へ移動が継続

するものの，流速

は小さく，移動量

も小さい。 

【地点 F】 

222 分では，流速

が小さく，移動量

も小さい。 

223分 

 

【地点 A】 

223 分では，222

分と同じく，北西

方向に移動する。 

【地点 C】 

223 分では，221

分と同じく，西方

向へ移動するも

のの，流速は小さ

く，移動量も小さ

い。 

【地点 F】 

223 分では，北西

方向の流向によ

り，北西方向に移

動する。 

 

 

 

第 4-18図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 

 

 

 

5条-別添1-添付36-36

679



時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

224分 

 

【地点 A,F】 

224 分では，流速

が小さく，移動量

も小さい。 

【地点 C】 

224 分では，221

分と同じく，引き

続き西方向へ移

動するものの，流

速は小さく，移動

量も小さい。 

225分 

 

【地点 A,F】 

225 分では，224

分と同じく，流速

が小さく，移動量

も小さい。 

【地点 C】 

225 分では，南西

方向の流向とな

り，南西方向に移

動する。 

226分 

 

【地点 A,F】 

226 分では，224

分と同じく，流速

が小さく，移動量

も小さい。 

【地点 C】 

226 分では，225

分と同じく，南西

方向の移動が継

続する。 

 

 

 

第 4-19図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 

 

 

 

5条-別添1-添付36-37

680



時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

227分 

 

【地点 A,F】 

227 分では，224

分と同じく，流速

が小さく，移動量

も小さい。 

【地点 C】 

227 分では，225

分と同じく，南西

方向の移動が継

続する。 

228分 

 

【地点 A,F】 

228 分では，224

分と同じく，流速

が小さく，移動量

も小さい。 

【地点 C】 

228 分では，225

分と流向が変わ

り，北西方向に移

動する。 

229分 

 

【地点 A,F】 

229 分では，224

分と同じく，流速

が小さく，移動量

も小さい。 

【地点 C】 

229 分では，225

分と流向が変わ

り，西方向に移動

する。 

 

 

 

第 4-20図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 

 

 

 

5条-別添1-添付36-38

681



時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

230分 

 

【地点 A,F】 

230 分では，224

分と同じく，流速

が小さく，移動量

も小さい。 

【地点 C】 

230 分では，流速

が小さく，移動量

も小さい。 

258分 

 

【地点 A,F】 

258 分では，流速

が小さく，移動量

も小さい。 

【地点 C】 

258 分では，流向

は北西方向であ

るが，流速が小さ

く，移動量も小さ

い。 

259分 

 

【地点 A,F】 

259 分では，流速

が小さく，移動量

も小さい。 

【地点 C】 

259 分では，258

分と同じく，北西

方向の移動が継

続する。 

 

※231分から 257分まで同様な傾向であり省略する。 

 

 

第 4-21図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 

 

 

 

5条-別添1-添付36-39

682



時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

260分 

 

【地点 A,F】 

260 分では，流速

が小さく，移動量

も小さい。 

【地点 C】 

260 分では，259

分と同じく，北西

方向の移動が継

続する。 

 

261分 

 

【地点 A,F】 

261 分では，流速

が小さく，移動量

も小さい。 

【地点 C】 

261 分では，260

分と同じく，北西

方向の移動が継

続する。 

 

262分 

 

【地点 A,F】 

262 分では，流速

が小さく，移動量

も小さい。 

【地点 C】 

262 分では，260

分と同じく，北西

方向の移動が継

続する。 

 

 

 

 

第 4-22図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 

 

 

 

5条-別添1-添付36-40

683



時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

288分 

 

【地点 A】 

288 分では，北東

方向の流向であ

るが，流速が小さ

く，移動量も小さ

い。 

【地点 C,F】 

288 分では，流速

が小さく，移動量

も小さい。 

289分 

 

【地点 A】 

289 分では，流速

が小さく，移動量

も小さい。 

【地点 C,F】 

289 分では，288

分と同じく，流速

が小さく，移動量

も小さい。 

290分 

 

【地点 A,C,F】 

290 分では，289

分と同じく，流速

が小さく，移動量

も小さい。 

 

※263分から 287 分まで同様な傾向であり省略する。 

 

 

第 4-23図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 

 

 

 

5条-別添1-添付36-41

684



時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

291分 

 

 

【地点 A,C,F】 

291 分では，290

分と同じく，流速

が小さく，移動量

も小さい。 

 

292分 

 

【地点 A,C,F】 

292 分では，291

分と同じく，流速

が小さく，移動量

も小さい。 

 

318分 

 

【地点 A,F】 

318 分では，流速

が小さく，移動量

も小さい。 

【地点 C】 

318 分では，南東

方向の流向であ

るが，流速が小さ

く，移動量も小さ

い。 

※293分から 317 分まで同様な傾向であり省略する。 

 

 

第 4-24図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 

 

 

 

5条-別添1-添付36-42

685



時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

319分 

 

【地点 A,F】 

319 分では，318

分と同じく，流速

が小さく，移動量

も小さい。 

【地点 C】 

319 分では，南東

方向の流向であ

るが，流速が小さ

く，移動量も小さ

い。 

320分 

 

【地点 A,C,F】 

320 分では，流速

が小さく，移動量

も小さい。 

 

321分 

 

【地点 A,C,F】 

321 分では，流速

が小さく，移動量

も小さい。 

 

 

 

 

第 4-25図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 

 

 

 

5条-別添1-添付36-43

686



時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

322分 

 

【地点 A,C,F】 

322 分では，流速

が小さく，移動量

も小さい。 

 

356分 

 

 

【地点 A,C,F】 

356 分では，流速

が小さく，移動量

も小さい。 

 

357分 

 

【地点 A,C,F】 

357 分では，流速

が小さく，移動量

も小さい。 

 

※323分から 355分まで同様な傾向であり省略する。 

 

 

第 4-26図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 

 

 

 

5条-別添1-添付36-44

687



時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

358分 

 

【地点 A,C,F】 

358 分では，流速

が小さく，移動量

も小さい。 

 

359分 

 

【地点 A,C,F】 

359 分では，流速

が小さく，移動量

も小さい。 

 

360分 

 

【地点 A,C,F】 

360 分では，流速

が小さく，移動量

も小さい。 

 

 

 

 

第 4-27図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波１） 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 

 

 

 

5条-別添1-添付36-45

688



時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

1分  【地点 A】 

1 分では津波は到

達していない。 

 

2分  【地点 A】 

2 分では津波は到

達していない。 

 

3分  【地点 A】 

3 分では，押し波

により南東方向

へ移動する。流速

は小さく，移動量

も小さい。 

 

 

 

 

第 5-1図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波４） 

 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 

 

 

 

5条-別添1-添付36-46

689



時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

4分  【地点 A】 

4 分では，3 分と

同じく南東方向

への移動が継続

する。流速は小さ

く，移動量も小さ

い。 

 

5分  【地点 A】 

5 分では，4 分と

同じく南東方向

への移動が継続

する。流速は小さ

く，移動量も小さ

い。 

 

6分  【地点 A】 

6 分では，3 分か

ら継続する南東

方向の流行が逆

向きとなり，北方

向へ移動する。 

 

 

 

 

第 5-2図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波４） 

 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 

 

 

 

5条-別添1-添付36-47

690



時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

7分  【地点 A】 

7 分では，6 分と

流向が変わり，西

方向へ移動する。 

 

8分  【地点 A】 

8 分では，7 分と

流向が変わり，南

方向へ移動する。 

 

9分  【地点 A】 

9 分では，8 分と

流向が変わり，東

方向に移動する。 

 

 

 

 

第 5-3図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波４） 

 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 

 

 

 

5条-別添1-添付36-48

691



時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

10分  【地点 A】 

10分では，流速が

小さく移動も小

さい。 

 

11分  【地点 A】 

11 分では，10 分

と同じく，流速が

小さく移動量も

小さい。 

 

12分  【地点 A】 

12 分では，11 分

と同じく，流速が

小さく移動量も

小さい。 

 

 

 

 

第 5-4図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波４） 

 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 
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時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

13分  【地点 A】 

13 分では，12 分

同じく，流速が小

さく移動量も小

さい。 

 

14分  【地点 A】 

14 分では，13 分

同じく，流速が小

さく移動量も小

さい。 

 

15分  【地点 A】 

15分では，南西方

向の流向となり，

南西方向へ移動

する。 

 

 

 

 

 

第 5-5図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波４） 

 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 
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時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

16分  【地点 A】 

16 分では，15 分

の流向とは逆向

きの流向となり，

北方向へ移動す

る 

 

 

17分  【地点 A】 

17 分では，16 分

と同じく北方向

への移動が継続

する。 

 

18分  【地点 A】 

18分では，流速が

小さく移動量も

小さい。 

 

 

 

 

第 5-6図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波４） 

 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 
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時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

19分  【地点 A】 

19 分では，18 分

と同じく流速が

小さく移動量も

小さい。 

 

20分  【地点 A】 

20 分では，19 分

と同じく流速が

小さく移動量も

小さい。 

 

21分  【地点 A】 

21分では，流速が

小さく移動量も

小さい。 

 

 

 

 

第 5-7図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波４） 

 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 
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時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

22分  【地点 A】 

22 分では，21 分

と同じく，流速が

小さく移動量も

小さい。 

 

 

23分  【地点 A】 

23 分では，22 分

と同じく，流速が

小さく移動量も

小さい。 

 

24分  【地点 A】 

24分では，北方向

の流向となり，北

方向へ移動する。 

 

 

 

 

第 5-8図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波４） 

 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 
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時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

25分  【地点 A】 

25分では，流速が

小さく移動量も

小さい。 

 

26分  【地点 A】 

26 分では，25 分

と同じく，流速が

小さく移動量も

小さい。 

 

27分  【地点 A】 

27 分では，26 分

と同じく，流速が

小さく移動量も

小さい。 

 

 

 

 

第 5-9図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波４） 

 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 
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時間 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の考察 

28分  【地点 A】 

28 分では，27 分

と同じく，流速が

小さく移動量も

小さい。 

 

29分  【地点 A】 

29 分では，28 分

と同じく，流速が

小さく移動量も

小さい。 

 

30分  【地点 A】 

30 分では，29 分

と同じく，流速が

小さく移動量も

小さい。 

 

 

 

 

第 5-10図 水位変動・流向ベクトル，軌跡解析の評価結果（基準津波４） 

 

凡例 
：地点 A の軌跡      ：地点 D の軌跡  ■：始点 

：地点 B の軌跡      ：地点 F の軌跡  ●：終点 

：地点 C の軌跡      ：地点 F の軌跡  ○：ある時刻における軌跡の位置 
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添付資料 41 

１号炉放水連絡通路の閉塞について 

１．はじめに 

１号炉放水連絡通路（内空幅 2.5m×高さ 2.75m）については，基準津波によ

る遡上波を敷地に到達又は流入させないために，坑口部に津波防護施設として

１号放水連絡通路防波扉（図１）を設置することとしていたが，連絡通路を閉

塞することとする。 

図１ １号炉放水連絡通路の位置図 

２．閉塞の概要について 

１号炉放水連絡通路については，コンクリート等により充填することで閉塞

する。１号炉放水連絡通路の閉塞イメージを図２に示す。 

図２ １号炉放水連絡通路の閉塞イメージ 
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添付資料 42 

総トン数 10トン以上のイカ釣り漁漁船の操業禁止区域について 

１．はじめに 

 漂流物調査結果より，島根原子力発電所の施設護岸から 500m 付近の海域にお

いてイカ釣り漁業が営まれており，総トン数 10トン未満の漁船が操業すること

を確認している。また，沖合においてもイカ釣り漁業が営まれており，総トン

数 10トン以上の漁船が操業することを確認している。 

 総トン数 10トン以上のイカ釣り漁漁船は，島根県漁業調整規則に基づき，操

業禁止区域が設定されていることから，ここでは，その内容を以下に示す。 

２．島根県漁業調整規則について 

 都道府県漁業調整規則は，漁業法及び水産資源保護法に基づき，水産資源の

保護培養，漁業の取締りその他漁業調整等のため，農林水産大臣の認可を受け

て，各都道府県知事が定める規則である。 

 島根県漁業調整規則では，第 14条において，島根県知事が漁業に関し，制限

又は条件を付けることができることが定められている。 

 この条文に基づき，島根県知事は，総トン数 10トン以上の漁船によるイカ釣

り漁業の操業禁止区域を設定しており，島根県では最大高潮時海岸線から 10海

里（約 18km）内における操業が禁止されている。 

以上より，総トン数 10トン以上の漁船が施設護岸から 500m 付近において操

業することはない。 

島根県漁業調整規則抜粋 

（許可等の制限又は条件） 

第 14条 知事は、漁業調整上又は水産資源の保護培養のため必要があるとき

は、漁業の許可又は起業の認可をするに当たり、当該許可又は起業の認可に

制限又は条件を付けることがある。 
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添付資料 43 

島根原子力発電所の周辺海域で操業する漁船について 

１．はじめに 

  津波防護施設の設計においては，漂流物の衝突荷重を適切に設定するため，

津波防護施設に考慮する対象漂流物を適切に選定する必要がある。ここでは，

島根原子力発電所の周辺海域の漁業権の区分等及び漂流物調査における操業

状況を踏まえ，対象漂流物を設定する。 

２．漁業の種類 

  漁業については，表１に示すとおり，３つの種類がある。島根原子力発電

所周辺においても，それぞれの種類に応じた漁業が営まれており，以降にそ

れぞれの種類毎の操業状況等を示す。 

表１ 漁業の種類とその説明 

許可漁業 

漁業法，水産資源保護法，農林省令，都道府県規則などにより，

農林水産省大臣または都道府県知事が許可しなければ営むことが

できない漁業。大臣許可漁業と知事許可漁業に大別される。 

なお，島根原子力発電所周辺では，大臣許可漁業である「沖合

底びき網漁」，知事許可漁業である「小型機船底びき網漁」及び「イ

カ釣り漁」が営まれている。

漁業権漁業 

（免許漁業） 

(1)区画

漁業

漁業権に基づく漁業であり，「漁業権」とは，一定の期間，一定

の水面において，排他的に，特定の漁業を営む権利のこと。漁業

権は，都道府県知事の免許によって設定される。区画漁業，定置

網漁業，共同漁業に分類される。 

なお，島根原子力発電所周辺における共同漁業では，第１種共

同漁業（あわび，とこぶし，いわのり，うに等の採取漁業），第２

種共同漁業（雑魚小型定置漁業，ばいかごづけ漁業等）が営まれ

ている。 

(2)定置

漁業

(3)共同

漁業

自由漁業 

免許や許可を要しない漁業であって，水産資源の保護培養上，

漁業の調整上とくに問題とならない一部の一本釣り漁業，延縄（は

えなわ）漁業などの漁業。 
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３．許可漁業 

  島根原子力発電所周辺では，大臣許可漁業である「沖合底びき網漁」，知事

許可漁業である「小型機船底引き網漁」及び「イカ釣り漁」が営まれている。 

  これらは，指定漁業の許可及び取締り等に関する省令及び島根県漁業調整

規則に基づき操業区域及び使用する漁船の総トン数に制限が課せられている。

それぞれの許可漁業の詳細を表２に示す。 

表２ 島根原子力発電所周辺で営まれる許可漁業 

許可漁業 操業制限等 
操業状況 

漁港 総トン数 操業区域 

沖合底びき網

漁 

・総トン数 15トン以上

・海岸から５海里（約

9km）以内における操

業禁止

恵曇漁港 15トン 

図１ 

小型機船底び

き網漁 

・総トン数 15トン未満

・海岸から５海里（約

9km）以内における操

業禁止

恵曇漁港 15トン未満 

イカ釣り漁

・総トン数 10トン以上

の漁船は海岸から 10

海里(約 18.5km)以内

における操業禁止

・制限される操業区域

（以下，操業制限区

域という）を図２－

１に示す。

片句漁港 

５トン未満 

図２－２ 

８トン未満 

10トン未満 

恵曇漁港 19トン 

ずわいがに漁 ・総トン数 10トン以上 恵曇漁港 15トン － 

すくい網漁 ・総トン数 10トン未満 片句漁港 10トン未満 － 
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3号炉北側防波壁

2km

１km

底引き網漁

底引き網漁
操業エリアへ

拡大図

御津漁港

恵曇漁港

片句漁港

手結漁港

：底引き網漁

：島根原子力発電所

：航行ルート
：漁業制限区域

：航行ルート
地理院地図ＨＰに，JFしまねより聞き取った操業
区域及び航行ルートを追記

図１ 沖合底引き網漁と小型機船底引き網漁の操業区域 

（漂流物調査における操業状況） 

図２－１ イカ釣り漁の操業制限区域 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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3号炉北側防波壁

2km

１km

イカ釣り漁

：イカ釣り漁

拡大図

イカ釣り漁
操業エリアへ

：島根原子力発電所

：航行ルート

：漁業制限区域

御津漁港

：航行ルート

恵曇漁港

片句漁港

手結漁港

地理院地図ＨＰに，JFしまねより聞き取った操業
区域及び航行ルートを追記

イカ釣り漁（総トン数 10トン以上）

3号炉北側防波壁

：イカ釣り漁

片句漁港

御津漁港

サザエ網・採貝藻漁

サザエ網・カナギ漁

500m

イカ釣り漁

：漁業制限区域 ：航行ルート

手結漁港

地理院地図ＨＰに，JFしまねより聞き取った
操業区域及び航行ルートを追記

イカ釣り漁（総トン数 10トン未満）

図２－２ イカ釣り漁の操業区域（漂流物調査における操業状況） 
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４．漁業権漁業（免許漁業） 

都道府県知事の免許によって設定された漁業権に基づき，島根原子力発電所

周辺においては，区画漁業，定置漁業，共同漁業が営まれている。周辺漁港へ

の聞取りにより調査した免許漁業の操業状況を表３に，操業区域を図３に示す。 

（１）区画漁業

一定の区域において養殖業を営む権利であり，島根原子力発電所周辺で

はわかめ養殖が営まれている。免許存続期間は５年である。 

（２）定置漁業

漁具を定置して営む漁業で身網の設置水深が 27m以上（以深）のものを

営む権利であり，島根原子力発電所周辺では，定置網漁が営まれている。

免許存続期間は５年（一部 10年）である。 

（３）共同漁業

一定の水面を地元漁民が共同に利用して漁業を営む権利であり，漁業権

を管理する地元漁協にのみ免許される。島根原子力発電所周辺では，第１

種共同漁業（あわび，とこぶし，いわのり，うに等の採取漁業），第２種共

同漁業（雑魚小型定置漁業，ばいかごづけ漁業等）が営まれている。免許

存続期間は 10 年である。 

表３ 島根原子力発電所周辺で営まれる漁業権漁業 

漁業権漁業 操業制限等 

操業状況 

漁港 総トン数 操業区域 

区画漁業 わかめ養殖 

・定められた区

画に対し，特

定の漁業を営

む漁業権が設

定

・漁業権設定区域

を図３－１に

示す 

片句漁港 1トン未満 

図３－２ 

図３－３ 

定置漁業 定置網漁 
恵曇漁港 

19 トン 

10 トン 

御津漁港 12トン未満 

共同漁業 

サザエ網・

カナギ漁
片句漁港 1トン未満 

サザエ網・

採貝藻漁

御津漁港 

1トン未満 

2トン未満 

かご漁・ 

ぶりはまち固定

式さし網漁 

3トン未満 

5条-別添1-添付43-5

705



御津漁港

恵曇漁港

片句漁港

御津漁港恵曇，手結，片句漁港

手結漁港

島根原子力発電所

：漁港

：共同漁業権

：区画漁業権

：定置漁業権
地理院地図HPより作成

図３－１ 漁業権漁業の漁業権設定区域 

（島根県知事の免許によって設定された漁業権に基づく区域） 

 

図３－２ ぶりはまち固定式さし網漁業の漁業権設定区域 

（島根県知事の免許によって設定された漁業権に基づく区域） 

島根原子力発電所 

：ぶりはまち固定式さし網漁業の操業区域 

海洋状況表示システムに発電所位置等を追記し作成 

海洋状況表示システムに発電所位置等を追記し作成 
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3号炉北側防波壁

：サザエ網・カナギ漁

：わかめ養殖場

：定置網漁

片句魚港

かご漁

御津魚港

サザエ網・採貝藻漁

サザエ網・カナギ漁

500m
わかめ養殖場

：かご漁

：サザエ網・採貝藻漁

：漁業制限区域

：航行ルート

定置網漁②

定置網漁①

恵曇漁港より

恵曇，手結，片句漁港 御津漁港

手結漁港

地理院地図ＨＰに，JFしまねより聞き取った
操業区域及び航行ルートを追記

 
図３－３ 島根原子力発電所周辺における漁業権漁業の操業区域 

（漂流物調査における操業状況） 

 

５．自由漁業 

  自由漁業は，免許や許可を要しない漁業であって，水産資源の保護培養上，

漁業の調整上とくに問題とならない一部の一本釣り漁業，延縄（はえなわ）

漁業などの漁業であり，島根原子力発電所周辺では，一本釣り漁業が営まれ

ている。周辺漁港への聞取りにより調査した自由漁業の操業状況を表４に，

操業区域を図４に示す。 

 

表４ 島根原子力発電所周辺で営まれる自由漁業 

項目 目的 操業制限等 
操業状況 

漁港 総トン数 操業区域 

自由漁業 一本釣り漁 

－ 

（免許や許可を

要しない漁業

であり，操業区

域に制限はな

い） 

御津漁港 1トン未満 

図４ 
片句漁港 約 10トン 
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3号炉北側防波壁

2km

１km

１本釣り漁

：一本釣り漁

１本釣り漁
操業エリアへ

拡大図

：島根原子力発電所

：航行ルート

：漁業制限区域

御津漁港

：航行ルート

恵曇漁港

片句漁港

手結漁港

地理院地図ＨＰに，JFしまねより聞き取った操業
区域及び航行ルートを追記  

（発電所沖合で操業する一本釣り漁） 

 

3号炉北側防波壁

片句漁港

御津漁港

一本釣り漁

500m

：一本釣り漁 ：漁業制限区域 ：航行ルート

手結漁港

地理院地図ＨＰに，JFしまねより聞き取った
操業区域及び航行ルートを追記  

（発電所沿岸で操業する一本釣り漁） 

図４ 一本釣り漁の操業区域（漂流物調査における操業状況） 
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６．対象漂流物とする漁船及び不確かさ 

対象漂流物とする漁船は，施設護岸から 500m以内で操業する漁船は施設護

岸に到達する可能性があると考え（添付資料 36参照），許可漁業，漁業権漁業

及び自由漁業のうち，島根原子力発電所の周辺海域における漁船の操業状況を

踏まえ設定する。また，設定した漁業の種類毎に，漁業法の制限等を踏まえて

島根原子力発電所の周辺海域における操業の不確かさを検討した。 

島根原子力発電所の周辺海域における漁船の操業制限及び操業状況を表５

に，対象漂流物とする漁船及びその不確かさを表６に示す。 

操業区域の不確かさとして，総トン数 10トンのイカ釣り漁漁船は，発電所

周辺において操業制限はないため，施設護岸から 500m以内で操業する可能性

は否定できず，また，漁船の航行の不確かさとして，漁船の航行については制

限がないため，周辺漁港の漁船の最大の総トン数 19トンの漁船が施設護岸か

ら 500m以内を航行する可能性は否定できない。以上より，不確かさを考慮し

た設計条件として，総トン数 19トンの漁船を考慮する。 

 

 （１）許可漁業 

    漂流物調査結果（操業状況）では，輪谷湾外の施設護岸から 500m付近

でイカ釣り漁漁船（総トン数 10トン未満）が操業及び航行することが確

認されている。また，発電所から１km 以遠で沖合底びき網漁漁船（総ト

ン数 15 トン）及び小型機船底びき網漁漁船（総トン数 15 トン未満）が

操業及び航行することを確認した。 

許可漁業の操業区域及び操業制限を確認した結果，操業区域が発電所

近傍にあるため，総トン数 10トン未満のイカ釣り漁の漁船が輪谷湾内外

の施設護岸から 500m以内で操業及び航行する可能性がある。また，総ト

ン数 10トン以上の漁船については，海岸から５海里（１海里：約 1.85km）

以内における操業が禁止されているが，航行については制限がなく，施

設護岸付近で航行する可能性がある。 

 

 （２）漁業権漁業（免許漁業） 

    漂流物調査結果（操業状況）では，輪谷湾内外の施設護岸から 500m以

内で操業及び航行するわかめ養殖漁，かご漁，サザエ網・カナギ漁漁船

が確認されたが，いずれも総トン数３トン未満の漁船である。また，発

電所から１km以遠で総トン数10トン以上の定置網漁漁船が操業及び航行

することを確認した。 

定置網漁業は発電所から 1km以遠において漁業権設定区域が設定され

ているが，航行については制限がなく，施設護岸付近で航行する可能性

がある。区画漁業及び共同漁業は輪谷湾内外の施設護岸から 500m以内に

操業区域が設定されており，総トン数の制限もないが，漁業の特徴から

総トン数 10 トン以上の漁船が操業する可能性は十分に小さい。 

    

 （３）自由漁業 

    漂流物調査結果（操業状況）では，施設護岸から 500m 以内で操業及び
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航行する一本釣り漁漁船が確認されたが，いずれも総トン数１トン未満

の漁船である。また，発電所から１km以上離れた沖合で操業及び航行す

る総トン数 10トンの一本釣り漁漁船を確認した。 

    自由漁業は免許や許可を要しない漁業であって，操業区域や総トン数

に制限はないが，代表的な一本釣り漁については，漁業の特徴から，総

トン数 5トン前後の漁船による操業が一般的である。従って，周辺の漁

協で操業する一本釣り漁漁船の最大（総トン数 10トン未満）を考慮する。 
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表
５
 
島
根
原
子
力
発
電
所
の
周
辺
海
域
に
お
け
る
漁
船
の
操
業
制
限
及

び
操
業
状
況

（
１
／
２
）

 

漁
業
の
種
類
 

操
業
制
限
等
 

島
根
原
子
力
発
電
所
周
辺
の

操
業
状
況
 

操
業
の
不
確
か
さ

※
 

許
可
漁
業
 

漁
業
法
，
水
産
資
源
保
護

法
，
農
林
省
令

，
都
道
府
県

規
則
な
ど
に
よ
り
，
農
林
水

産
省
大
臣
ま
た
は
都
道
府

県
知
事
が
許
可
し
な
け
れ

ば
営
む
こ
と
が
で
き
な
い

漁
業
。
大
臣
許
可
漁
業
と
知

事
許
可
漁
業
に
大
別
さ
れ

る
。
 

な
お
，
島
根

原
子
力
発
電

所
で
は
，
沖
合
底
び
き
網
，

小
型
機
船
底
び
き
網
，
イ
カ

釣
り
漁
が
営
ま
れ
て
い
る

 

・
沖
合
底

び
き
網

漁

・
総
ト
ン
数
は

1
5
ト
ン

以
上

・
５
海
里
(約

９
km
)以

内
で
の
操
業
禁
止

総
ト
ン
数

1
5
ト
ン
 

（
発
電
所
か
ら
１

km
以
遠
で
操
業
及
び
航

行
す
る
）
 

・
考
慮
不
要

（
5
海
里

(約
9
km
)以

内
で
の
操
業
禁
止
）

・
小
型
機

船
底
び

き
網
漁

・
総
ト
ン
数
は

1
5
ト
ン

未
満

・
５
海
里
(約

９
km
)以

内
で
の
操
業
禁
止

最
大
総
ト
ン
数

1
5
ト
ン
未

満
 

（
発
電
所
か
ら
１

km
以
遠
で
操
業
及
び
航

行
す
る
）
 

・
考
慮
不
要

（
5
海
里

(約
9
km
)以

内
で
の
操
業
禁
止
）

・
イ
カ
釣

り
漁

・
総
ト
ン
数
と
操
業
制
限

区
域

が
定

め
ら

れ
て

い
る

（
総
ト
ン
数

1
0
ト
ン
以

上
の
漁
船
は

1
0
海
里

(約
18
km
)以

内
に
お
け

る
操
業
禁
止
）
 

最
大
総
ト
ン
数

1
0
ト
ン
未

満
 

（
輪
谷
湾
外
の
施
設
護
岸
か

ら
5
00
m
付
近

で
操
業
及
び
航
行
す
る
）
 

・
発
電
所
周
辺
に
お
い
て
操
業
制
限
は
な
い
た

め
，
総
ト
ン
数

10
ト
ン
未
満
の
漁
船
が
，
輪

谷
湾
内
の
施
設
護
岸
か
ら

5
00
m
以
内
で
操

業
す
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
 

最
大
総
ト
ン
数

1
9
ト
ン
 

（
発
電
所
か
ら
１

km
以
遠
で
操
業
及
び
航

行
す
る
）
 

・
考
慮
不
要

（
総
ト
ン
数

10
ト
ン
以
上
の
漁
船
は

10
海
里

（
約

1
8k
m）

以
内
に
お
け
る
操
業
が
禁
止

さ
れ
て
い
る
）
 

・
ず
わ
い

が
に
漁

・
総
ト
ン
数
は

1
0
ト
ン

以
上

・
操
業
制
限
区
域
が
定
め

ら
れ
て
い
る

（
発
電
所
近
傍
で
操
業

可
能
）
 

発
電
所
周
辺
に
お
け
る
操
業
実
態
は
な

い
 

（
恵
曇
漁
港
の
総
ト
ン
数

1
5
ト
ン
の
底

引
き
網
漁
漁
船
が
許
可
を
有
し
て
い
る
）
 

・
発
電
所
周
辺
に
お
い
て
操
業
制
限
は
な
い
た

め
，
総
ト
ン
数

1
5
ト
ン
の
漁
船
が
，
輪
谷

湾
内
外
の
施
設
護
岸
か
ら

5
00
m
以
内
で
操

業
す
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
 

・
す
く
い

網
漁

・
総
ト
ン
数
は

1
0
ト
ン

未
満

・
操
業
制
限
区
域
が
定
め

ら
れ
て
い
る

（
発
電
所
近
傍
で
操
業

可
能
）
 

発
電
所
周
辺
に
お
け
る
操
業
実
態
は
な

い
 

（
総
ト
ン
数

1
0
ト
ン
未
満

の
漁
船
が
，

発
電
所
か
ら
１

km
以
遠
で
操
業
及
び
航

行
す
る
）
 

・
発
電
所
周
辺
に
お
い
て
操
業
制
限
は
な
い
た

め
，
総
ト
ン
数

1
5
ト
ン
の
漁
船
が
，
輪
谷

湾
内
外
の
施
設
護
岸
か
ら

5
00
m
以
内
で
操

業
す
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
 

※
漁
船
の
総
ト
ン
数
，
操
業
区
域
及
び

航
行

の
不
確
か
さ
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表
５
 
島
根
原
子
力
発
電
所
の
周
辺
海
域
に
お
け
る
漁
船
の
操
業
制
限
及

び
操
業
状
況

（
２
／
２
）

 

漁
業
の
種
類
 

操
業
制
限
等
 

島
根
原
子
力
発
電
所
周
辺
の

操
業
状
況
 

操
業
の
不
確
か
さ

※
1  

漁
 

業
 

権
 

漁
 

業
 

(
1
)定

置

漁
業

都
道
府
県
知
事
の
免
許

に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
る
漁

業
権
に
基
づ
く
漁
業
。

 

な
お
，
島
根
原
子
力
発

電
所
周
辺
の
共
同
漁
業
で

は
，
第
１
種
共
同
漁
業
（
あ

わ
び
，
と
こ
ぶ
し
，
い
わ

の
り
，
う
に
等
の
採
取
漁

業
），

第
２
種
共
同
漁
業

（
雑
魚
小
型
定
置
漁
業
，

ば
い
か
ご
づ
け
漁
業
等
）

が
営
ま
れ
て
い
る
。
 

・
定
置
網

漁

・
漁
業
権
設
定
区
域
が
定

め
ら
れ
て
い
る

・
総
ト
ン
数
に
制
限
は
な

い

最
大
総
ト
ン
数

1
9
ト
ン
 

（
発
電
所
か
ら
１

km
以
遠
で
操
業
及
び
航

行
す
る
）
 

・
考
慮
不
要

（
総
ト
ン
数
の
制
限
は
な
い
が
，
漁
業
権
設

定
区
域
が
定
め
ら
れ
て
お
り
，
施
設
護
岸
か

ら
5
00
m
以
内
で
操
業
す
る
こ
と
は
な
い
）

(
2
)区

画

漁
業

・
わ
か
め

養
殖
漁

・
漁
業
権
設
定
区
域
が
定

め
ら
れ
て
い
る

・
総
ト
ン
数
に
制
限
は
な

い

最
大
総
ト
ン
数
１
ト
ン
未
満
 

（
輪
谷
湾
外
の
施
設
護
岸
か

ら
5
00
m
付
近

で
操
業
及
び
航
行
す
る
）
 

・
考
慮
不
要

（
総
ト
ン
数
の
制
限
は
な
い
が
，
漁
業
の
特
徴

か
ら
，

0.
7～

0
.8

ト
ン

※
2
の
漁
船
で
操
業
す

る
の
が
一
般
的
で
あ
る
）

(
3
)共

同

漁
業

・
か
ご
漁

，

サ
ザ
エ

網
・
カ
ナ

ギ
漁
等

・
漁
業
権
設
定
区
域
が
定

め
ら
れ
て
い
る

・
総
ト
ン
数
に
制
限
は
な

い

最
大
総
ト
ン
数
３
ト
ン
未
満
 

（
輪
谷
湾
内
の
施
設
護
岸
か

ら
5
00
m
以
内

で
操
業
及
び
航
行
す
る
）
 

・
考
慮
不
要

（
総
ト
ン
数
の
制
限
は
な
い
が
，
漁
業
の
特
徴

か
ら
，
小
型
の
船

※
3
に
よ
る
操
業
が
一
般
的
で

あ
る
）

・
ぶ
り
・

は
ま
ち

固
定
式

刺
網
漁

・
漁
業
権
設
定
区
域
が
定

め
ら
れ
て
い
る

・
総
ト
ン
数
に
制
限
は
な

い

発
電
所
周
辺
に
お
け
る
操
業
実
態
は
な
い
 

（
御
津
漁
港
の
総
ト
ン
数
３
ト
ン
未
満

か
ご
漁
漁
船
が
免
許
を
有
し
て
い
る
）
 

自
由
漁
業
 

免
許
や
許
可
を
要
し
な

い
漁
業
で
あ
っ
て
，
水
産

資
源
の
保
護
培
養
上
，
漁

業
の
調
整
上
と
く
に
問
題

と
な
ら
な
い
一
部
の
一
本

釣
り
漁
業
，
延
縄
（
は
え

な
わ
）
漁
業
な
ど
の
漁
業

が
該
当
す
る
。
 

・
一
本
釣

り
漁

・
操
業
区
域
が
定
め
ら
れ

て
い
な
い

・
総
ト
ン
数
に
制
限
は
な

い

最
大
総
ト
ン
数
１
ト
ン
未
満
 

（
輪
谷
湾
内
の
施
設
護
岸
か

ら
5
00
m
付
近

で
操
業
及
び
航
行
す
る
）
 

・
総
ト
ン
数
に
制
限
は
な
い
が
，
代
表
的
な
一

本
釣
り
漁
に
つ
い
て
は
，
漁
業
の
特
徴
か

ら
，
総
ト
ン
数

5
ト
ン
前
後

※
4
の
漁
船
に
よ

る
操
業
が
一
般
的
で
あ
り
，
周
辺
の
漁
協
で

操
業
す
る
一
本
釣
り
漁
の
漁
船
の
最
大
を

考
慮
す
る
 

・
操
業
制
限
区
域
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
た

め
，
施
設
護
岸
付
近
で
操
業
す
る
可
能
性
は

否
定
で
き
な
い

最
大
総
ト
ン
数

1
0
ト
ン
 

（
発
電
所
か
ら
１

km
以
遠
で
操
業
及
び

航
行
す
る
及
び
航
行
す
る
）
 

※
1 

漁
船
の
総
ト
ン
数
，
操
業
区
域
及
び

航
行
の
不
確
か
さ

※
2 

島
根
県

HP
よ
り

※
3 

地
方
独
立
行
政
法
人

 北
海
道
立
総
合
研
究
機
構
 水

産
研
究
本
部

HP
よ
り

※
4 

隠
岐
観
光
協
会

HP
よ
り
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表６ 対象漂流物（漁船）の設計条件 
津波防護

施設 
基本とする設計条件 対象漂流物の不確かさ 

不確かさを考慮した

設計条件 

輪谷湾内

に面する

津波防護

施設 

総トン数３トンの漁船 

（輪谷湾内の施設護岸か

ら 500m 以内で操業するか

ご漁漁船） 

・漁船の操業区域の不確

かさ： 

発電所周辺において操

業制限はないため，総ト

ン数 10トンのイカ釣り漁

漁船が施設護岸から 500m

以内で操業する可能性は

否定できない 

・漁船の航行の不確かさ： 

 漁船の航行については

制限がないため，周辺漁

港の漁船の最大の総トン

数 19トンの漁船が施設護

岸から 500m以内を航行す

る可能性は否定できない 

総トン数 19トンの漁

船 
外海に面

する津波

防護施設 

総トン数 10トンの漁船 

（輪谷湾外の施設護岸か

ら 500m 付近で操業するイ

カ釣り漁の漁船） 
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補足 

各漁業の操業制限に関する根拠資料 

 

（沖合底びき網漁） 

 漁業法第五十八条第一項 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

農林水産省告示第九百八十一号「漁業法第五十八条第一項の規定に基づく沖合

底引き網漁業につき，その許可又は起業の認可を申請すべき期間」（平成十四

年四月二十二日） 

－許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別及び操業区域別の隻数より一部抜 

操業区域 漁業の方法 
総トン数 

隻数 階層名 
旧トン数 新トン数 

(三十七) 操

業区域の 38、

41 及び 26 

一そうびき 一五トン以上

五〇トン未満 

一五トン以上

七六トン未満 

二 (一) 

一五トン以上

六五トン未満 

一五トン以上

九六トン未満 

七 (二) 

(三十九) 操

業区域の 43 

一そうびき又

は二そうびき 

一五トン以上

六五トン未満 

一五トン以上

九六トン未満 

二 

 

 

備考 

1 この告示において、「新トン数」とは、昭和五十七年七月十八日以降に建造に着手された

船舶及び同日前に建造され、又は建造に着手された船舶で同日以降に特定修繕(船舶のトン数

の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)附則第三条第一項の特定修繕をいう。)が行

われたものに適用される総トン数をいい、「旧トン数」とは、新トン数が適用される船舶以

外の船舶に適用される総トン数をいう。 

2 総トン数の欄に掲げる総トン数の区分ごとの隻数のうちには、当該区分のうち旧トン数の

区分を超える旧トン数の船舶であって、当該船舶の総トン数から現に当該船舶について受け

ている沖合底びき網漁業の許可又は起業の認可(当該船舶についてのこの告示に係る許可又

は起業の認可の申請が漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第一条の五第二項、第一条

の七第一項若しくは第二項又は第一条の八の適用を受ける場合には、従前の許可又は起業の

認可)の制限又は条件により補充トン数として使用し得ないこととされているトン数に〇・〇

一トンを加算したトン数を控除して得たトン数が当該区分に属するものについて許可又は起

業の認可をすべき隻数を含むものとする。 

 

 

 

 

 

第五十八条 農林水産大臣は、指定漁業の許可又は起業の認可をする場合には、第五十五

条第一項及び第五十九条の規定による場合を除き、当該指定漁業につき、あらかじめ、水

産動植物の繁殖保護又は漁業調整その他公益に支障を及ぼさない範囲内において、かつ、

当該指定漁業を営む者の数、経営その他の事情を勘案して、その許可又は起業の認可をす

べき船舶の総トン数別の隻数又は総トン数別及び操業区域別若しくは操業期間別の隻数

（母船式漁業にあつては、母船の総トン数別の隻数又は総トン数別及び操業区域別若しく

は操業期間別の隻数並びに各母船と同一の船団に属する独航船等の種類別及び総トン数別

の隻数）並びに許可又は起業の認可を申請すべき期間を定め、これを公示しなければなら

ない。 
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別記一操業区域より一部抜粋 

41 北緯三十五度十一秒の線、島根県出雲市日御碕灯台から長崎県対馬市三島灯台に至る線、

同灯台から大韓民国鴻島灯台を通る線、東経百二十九度五十九分五十二秒の線及び東経百二

十八度二十九分五十二秒の線により囲まれた海域 

43 島根県出雲市日御碕灯台正北の線と東経百二十九度五十九分五十二秒の線との両線間に

おける海域 

 

 

昭和三十八年農林省令第五号「指定漁業の許可及び取締り等に関する省令」 

第三章 指定漁業の制限及び取締り等 

 

 

 

 

 

 
 

別表第二（第一七条関係）より一部抜粋 

指定漁業の名称 制限又は禁止の措置  

沖合底びき網漁業 一 次に掲げる海域における沖合底びき網漁業の操業は、禁止する。 

（２１）島根県出雲市日御碕突端正北五海里の点 

（２２）島根県松江市多古鼻突端正北五海里の点 

 

（操業制限） 

第十七条 指定漁業者は、別にこの省令で定める場合のほか、別表第二の上欄に掲げる指定

漁業につき、それぞれ同表の下欄に掲げる操業の区域若しくは期間又は特定の区域若しくは

期間における特定の漁具若しくは船舶を使用し若しくは特定の漁法によつてする操業若し

くは特定の種類の水産動物の採捕に関する制限又は禁止の措置に違反して当該指定漁業を

営んではならない。 
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（小型機船底びき網漁） 

「水産課長専決漁業許可等の取扱方針（令和 2年 12月）」（島根県農林水産部

水産課）より一部抜粋 
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（いか釣り漁） 

「松江水産事務所長専決海面漁業の許可等の取扱方針（平成 29年 7月）」

（島根県松江水産事務所）より一部抜粋 
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（ずわいがに漁業） 

平成六年農林水産省令第五十四号「特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令」 

第一章 総則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第二（第十七条関係） 

特定大臣許可漁業の名称 制限又は禁止の措置 

ずわいがに漁業 次に掲げる海域におけるずわいがに漁業の操業は、禁止す

る。 

イ 指定漁業省令別表第二沖合底びき網漁業の項第一号イ

に規定する水域 

ロ 北緯三十八度五十分十秒の線、東経百三十二度五十九

分五十秒の線、北緯四十度十分九秒の線及び東経百三十五

度五十九分四十九秒の線の各線により囲まれた海域 

 

 

（定義） 

第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

一 ずわいがに漁業 総トン数十トン以上の動力漁船によりずわいがにをとることを目的と

する漁業であって、漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令（昭和三十八年政令

第六号。以下「指定漁業を定める政令」という。）第一項第一号に掲げる沖合底びき網漁業

又は漁業法第六十六条第二項に規定する小型機船底びき網漁業に該当するもの以外のもの

をいう。 

（操業区域等の制限） 

第十七条 特定大臣許可漁業を営む者は、別にこの省令で定める場合のほか、別表第二の上

欄に掲げる特定大臣許可漁業につき、それぞれ同表の下欄に掲げる操業の区域若しくは期

間又は特定の区域若しくは期間における特定の漁具若しくは船舶を使用し若しくは特定の

漁法によってする操業若しくは特定の種類の水産動物の採捕に関する制限又は禁止の措置

に違反して当該特定大臣許可漁業を営んではならない。 
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（すくい網漁業） 

「松江水産事務所長専決海面漁業の許可等の取扱方針（平成 29 年 7月）」（島根

県松江水産事務所）より一部抜粋 
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（漁業権漁業漁場図） 
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